
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に

関する条例施行規則 

令和４年２月２２日 

規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事

業との調和に関する条例（令和３年加美町条例第２７号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語

の例による。 

（抑制区域） 

第３条 条例第８条第１項に規定する抑制区域は、別表第１に掲げる区域とす

る。 

（届出） 

第４条 条例第９条第１項の規定による届出は、加美町再生可能エネルギー発

電設備設置事業届出書（様式第１号）の提出によるものとする。 

２ 条例第９条第２項の規定による変更の届出は、加美町再生可能エネルギー

発電設備設置事業変更届出書（様式第 2号）の提出によるものとする。 

３ 条例第９条第３項の規定による中止又は廃止の届出は、加美町再生可能エ

ネルギー発電設備設置事業中止（廃止）届出書（様式第３号）の提出によるも

のとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業を中止し、又は廃止する前の現況写真 

（２） 事業を中止し、又は廃止した後において行う措置を示した書類(平面

図等) 

（事業計画の軽微な変更） 

第５条 条例第９条第２項ただし書の規則で定める軽微なものは、次に掲げる

ものとする。 

（１） 事業に関する計画（以下「事業計画」という。）のうち再生可能エネ

ルギー発電設備の発電出力を減少させるもの 

（２） その他町長が軽微な事業計画の変更と認めるもの 

（町長との事前協議） 



第６条 条例第１０条第１項の規定による事前協議は、次の各号に定める日の

うち最も早い日までに行うものとする。 

（１） 事業計画の構想が明らかになった日から起算して９０日 

（２） 法令に基づく許認可申請等の手続きを行う日 

（３） 土地の取得又は賃貸借等の契約の日 

（４） その他の事業に係る各種申請、届出及び契約等の日 

２ この規則の施行の日前において、前項各号に定める日が経過している場合

は、速やかに事前協議を行うものとする。 

３ 条例第１０条第１項の規定による事前協議は、加美町再生可能エネルギー

発電設備設置事業事前協議書（様式第４号）の提出によるものとし、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

（１） 加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書（様式第５号） 

（２） 加美町再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書（様式第６号） 

（３） 位置図 

（４） 現況写真 

（５） 事業区域全域の公図の写し 

（６） 土地利用計画図（平面図（縮尺が１０００分の１以上のもの）） 

（７） 造成を含む事業にあっては、土地造成計画図（平面図・縦断図・横断

図（縮尺が１０００分の１以上のもの)） 

（８） 建築物又は工作物の設計図（平面図・立面図・断面図） 

（９） 太陽光を再生可能エネルギー源とする事業にあっては、反射光影響予

測図（太陽光パネルによる周辺への反射光を予測した図面をいう。） 

（１０） 流量計算書 

（１１） 排水計画図（平面図・断面図） 

（１２） 排水施設構造図 

（１３） 排水に係る放流承諾書 

（１４） 工事施工方法書（計画書）（作業の方法及び工法を示したものをい

う。） 

（１５） 工事実施体制表（施主、工事施工者、施工管理者等を示したものを

いう。） 

（１６） 維持管理（保守点検）計画書 

（１７） 維持管理（保守点検）費用及び廃棄等費用積立計画書 



（１８） その他町長が必要と認める書類 

４ 前項各号で定める書類について、町長が認めた場合には省略できるものと

する。 

５ 条例第１０条第１項の規定による変更の事前協議（条例第９条第２項の規

定による事業計画の変更の届出に係る事前協議をいう。）は、加美町再生可能

エネルギー発電設備設置事業変更事前協議書（様式第７号）の提出によるもの

とし、第３項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付しなければなら

ない。 

６ 条例第１０条第４項ただし書の規則で定める軽微なものは、次に掲げるも

のとする。 

（１） 町長が軽微な事業計画の変更と認めるもの 

（対象住民等） 

第７条 条例第１０条第２項の規定による対象住民等は、事業区域が所在する

行政区及びその周辺の行政区の住民等とし、対象とする行政区は町と協議し

て定めるものとする。 

（対象住民等への周知） 

第８条 条例第１０条第３項の規定による方法は、次のいずれかによるものと

する。 

（１） 対象住民等への戸別訪問 

（２） 対象住民等への事業概要資料の配布 

（３） 発電設備設置予定地へ事業概要を記載した看板設置 

（４） その他町長が認める方法 

（事業者への意見の申出） 

第９条 条例第１０条第５項の規定による説明会等（同条第２項の説明会又は

同条第３項に規定する事業計画の周知をいう。）に係る意見の申出は、説明会

等があった日から起算して１４日以内に、意見書（事業計画に対する意見、要

望等を記載した書類をいう。次条において同じ。）を事業者に提出することに

より行うものとする。 

（対象住民等との協議） 

第１０条 条例第１０条第６項の規定による協議は、見解書（意見書に対する見

解を示した書類をいう。）により当該意見の申出をした対象住民等に回答する

ことで行うものとする。 



（説明会等の報告） 

第１１条 事業者は、条例第１０条第２項の規定による説明会等を行った日か

ら起算して６０日以内に、説明会等報告書（様式第８号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ この規則の施行の日前において説明会等を開催した場合は、速やかに説明

会等報告書（様式第８号）を町長に提出するものとする。 

（立入調査証） 

第１２条 条例第１１条第２項で規定する証明書は、立入調査証（様式第９号）

とする。 

（助言、指導又は勧告） 

第１３条 条例第１２条第１項の規定による助言又は指導は、助言（指導）通知

書（様式第１０号）により行うものとする。 

２ 条例第１２条第１項の規定による助言又は指導を受けた事業者は、当該通

知を受けた日から起算して１４日以内に、助言（指導）への対応書（様式第１

１号）を町長に提出しなければならない。 

３ 条例第１２条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第１２号）により行

うものとする。 

（公表に係る弁明） 

第１４条 町長は、条例第１３条第２項の規定による弁明の機会を付与しよう

とするときは、弁明の機会の付与通知書（様式第１３号）により事業者に通知

するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようと

するときには、当該通知を受けた日から起算して１４日以内に、公表に係る弁

明書（様式第１４号）を町長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年３月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

抑制区域 関係法令等 

土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推



土砂災害特別警戒区域 進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条第

１項及び同法第９条第１項 

保安林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項 

砂防指定地 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条 

地すべり防止区域 
地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条

第１項 

河川区域 

河川保全区域 

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項及

び同法第５４条第１項 

山地災害危険地区 山地災害危険地区調査要領 

特別地域 
自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第

１項 

鳥獣保護区 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項 

県自然環境保全地域 
自然環境保全条例（昭和４７年宮城県条例第２５号）

第１２条第１項 

農用地区域 
農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第

５８号）第８条第２項第１号 

重要文化財 

登録有形文化財 

周知の埋蔵文化財包蔵地

史跡名勝天然記念物 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条

第１項、同法第５７条第１項、同法第９３条第 1項及

び同法第１０９条第１項 

宮城県指定史跡 
文化財保護条例（昭和５０年宮城県条例第４９号）同

条例第３２条第１項 

加美町指定有形文化財 

加美町指定史跡 

加美町指定天然記念物 

加美町文化財保護条例（平成１５年加美町条例第１１

５号）第３条第１項及び同条例第３０条第１項 

その他町長が必要と認め

る区域 
 

 


